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本日のご説明内容

• TCA宣言後の取り組み状況について



3

➢ お客様においてサービス内容や提供条件をご理解の上で、安心してご利用いただけるよう、
ご来店目的や用途について丁寧にヒアリングし、最適なご説明・ご提案を行うことに努めております

➢ 全てのスタッフが実践できるよう、マニュアル整備や研修等を通じて現場での徹底を図っております

楽天モバイルの具体的な取り組み（一部）

※その他様々配慮が求められるお客様に対しては、消費者保護政策委員会2回で発表の
通り、より一層丁寧な応対に努めております

１. TCA宣言後の取り組み状況について

図はイメージ

ご来店時アンケート等の
ヒアリングツールを用いた

ご案内

料金シミュレーションを
用いたご案内

筆談等、
多様なコミュニケーション

手段でのご案内

ゆっくりと丁寧に話す、
一言ずつ区切りながら話す等
わかりやすい表現でのご案内 

１ ２ ３ ４

◆来店いただくお客様に対し、提供条
件の説明内容に関する理解度を高め
ることを目的として、お客様の来店
目的や利用用途を踏まえた最適な
サービス・商品の提案に努めます

◆そのために、来店時のヒアリングを
通じて、サービス内容がお客様の利
用用途に合致していることを十分に
ご理解いただけるよう、お客様の知
識や経験に配慮した応対を行います

◆応対にあたっては、以下のような
手法を活用いたします（例）

① ヒアリングのツールを用いた丁寧
な説明

② 料金シミュレーションの実施
③ 多様なコミュニケーション手段の

活用
④ わかりやすい表現によるご案内 

など

TCA宣言
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➢ 店頭での接客においては、契約手続きの最後にご契約内容を再提示しております

Appendix. 書面の再提示について(1/2)

(例)製品申し込みと同時に新規回線契約の場合
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Appendix. 書面の再提示について(2/2)
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